年　　　月　　　日
豊見城市長　殿

申請者
住所　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　
対象者との続柄（　　　　　）　　　
　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　

のりのりチケット利用申請書

のりのりチケット実施要領第５条の規定に基づき下記のとおり申請します。

記

	対 象 者
	住所
	豊見城市

	電話番号
	

	
	氏名
	男 ・ 女 
	生年月日
	大正
昭和　　　年　　月　　日



〈確認事項、同意事項〉
□　のりのりチケット実施要領第４条の規定に該当し、豊見城市が実施している「通院等乗降介助」及び「豊見城市外出支援サービス」は利用しません。

□　個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第1号に基づき、対象者の「通院等乗降介助」及び「豊見城市外出支援サービス」の利用状況について、豊見城市が確認することに同意します。

□　のりのりチケットを利用する際に、資格者証を実施機関へ提示することに同意します。※乗車時に身分証明書の提示を求める場合があります。　

□　チケットの交付を受けた場合は、チケットを交換し、譲渡し、若しくは売買し、又は偽りその他不正な手段により使用しません。

□　チケット及び資格者証は、資格者のみが使用します。

□　資格者は、偽りその他不正な手段によりチケットを入手し、又は使用に対して、当該チケット、資格者証及び当該使用により豊見城市が負担した額を返還することに同意します。


（裏面）
[bookmark: _GoBack]【のりのりチケット実施要領の一部抜粋】
（対象者）
第４条　本事業の対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 令和８年４月１日現在で豊見城市民かつ75歳以上であること。
(2) 本市が実施する「通院等乗降介助」及び「豊見城市外出支援サービス」を利用していないこと。
(3) 自身でタクシーの乗り降りができること。
(4) 申請時に、対象者であることを証明できる次のいずれかの身分証等を提示できること。
 　ア　運転免許証
 　イ　運転経歴証明書（平成24年4月1日以降に交付されたものに限る。）
ウ　旅券（パスポート）
エ　マイナンバーカード
オ　身体障害者手帳
カ　精神障害者保健福祉手帳
キ　療育手帳
ク　在留カード又は特別永住者証明書
ケ　一時庇護許可書又は仮滞在許可書 
(5) 利用期間後に実施するアンケートに協力できること。

（申請）
第５条　申請は、次のとおりとする。
(1) 申請者　申請は、対象者及び代理人（以下「申請者」という。）が行うものとする。ただし、対象者の身分証等の写しを提出するものとする。
(2) 申請受付期間　令和8年7月1日から令和8年7月24日17時（必着）までとする。
(3) 申請方法　「のりのりチケット利用申請書（以下「申請書」という。）」を豊見城市役所3階都市計画課窓口に提出、若しくは郵送又はURL申請フォームのいずれかの方法により申請するものとする。 　
ア　郵送による申請
 申請書を印刷し、必要事項を全て記入の上、対象者確認ができる身分証等の写しを同封し、切手を貼付して郵送するものとする。
宛先：〒901-0292　豊見城市宜保一丁目１番地１　豊見城市役所都市計画課交通政策班 
イ　URL申請フォームによる申請
QRコードからアクセスし、必要事項を入力の上、対象者確認ができる身分証等の画像データを添付して申請するものとする。

